
一

税
所
敦
子
（
一
八
二
五
〜
一
九
〇
〇
）
は
、
高
崎
正
風
（
一
八
三
六
〜
一
九

一
二
）
の
推
挙
に
よ
っ
て
明
治
八
年
五
十
一
歳
の
と
き
に
宮
中
へ
出
仕
し
た
。

以
降
、
敦
子
は
昭
憲
皇
太
后
の
歌
の
相
手
と
し
て
、
明
治
三
十
三
年
ま
で
の
足

か
け
二
十
六
年
に
わ
た
り
仕
え
た
の
で
あ
る
。
敦
子
は
幼
い
時
か
ら
和
歌
に
親

し
み
、
堂
上
歌
人
の
千
種
有
功
の
元
で
歌
を
学
ん
だ
。
桂
園
派
の
香
川
景
樹
を

師
と
仰
い
だ
有
功
は
、
景
樹
の
門
人
ら
と
も
交
遊
関
係
に
あ
っ
た
た
め
、
敦
子

も
自
然
と
交
わ
る
よ
う
に
な
り
、
特
に
門
人
の
一
人
八
田
知
紀
と
は
親
交
が
厚

か
っ
た
。
そ
の
知
紀
に
師
事
し
、
敦
子
を
推
挙
し
た
正
風
と
は
、
歌
友
と
し
て

歌
の
や
り
取
り
を
頻
繁
に
行
う
仲
で
あ
っ
た
。
景
樹
の
桂
園
派
を
継
承
す
る
知

紀
や
正
風
と
交
わ
り
、
影
響
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
敦
子
は
桂
園
派
歌
人
の
一

人
に
数
え
ら
れ
、
御
歌
所
歌
壇
を
担
う
中
心
的
歌
人
で
あ
っ
た
。
歌
人
と
し
て

の
名
声
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
、
加
え
て
婦
徳
や
忠
節
を
兼
ね
備
え
た
敦
子
は
、

明
治
の
紫
式
部
と
さ
え
言
わ
れ
た
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
歌
人
と
し

て
の
存
在
の
大
き
さ
に
比
べ
て
、
敦
子
に
つ
い
て
の
先
行
研
究

（
注
１
）

は
少
な
い
。
こ

の
う
ち
、
敦
子
研
究
の
先
駆
で
あ
る
屋
代
熊
太
郎
編
『
税
所
敦
子
刀
自
』(

⑭
、

以
下
『
敦
子
刀
自
』
と
略
す)

は
、
敦
子
の
伝
記
と
、
紀
行
文
等
を
数
多
く
含

め
た
文
集
、
そ
し
て
『
御
垣
の
下
草
』（
一
八
八
八
年
　
松
井
総
兵
衛
発
行
）

等
の
歌
を
収
め
る
歌
集
か
ら
成
る
。
以
後
、
敦
子
に
関
す
る
研
究
は
、
全
面
的

に
『
敦
子
刀
自
』
に
依
拠
し
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
多
く
の
場
合
、
宮
中
出

仕
以
前
の
波
瀾
万
丈
な
生
涯
に
注
目
が
集
ま
り
、
敦
子
が
宮
中
に
仕
え
た
明
治

八
年
か
ら
三
十
三
年
ま
で
の
二
十
六
年
間
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
、『
敦
子

刀
自
』
以
来
の
新
た
な
研
究
は
皆
無
に
等
し
い
。
敦
子
の
歌
に
つ
い
て
は
多
少

論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
一
歌
人
と
し
て
の
正
当
な
評
価
は
与
え
ら
れ

て
お
ら
ず
、
新
派
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
御
歌
所
派
全
体
の
低
い
評
価
の
中
に
埋

も
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
当
時
の
価
値
観
に
即
し
て
評
価
を
行
う
作

業
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
敦
子
一
人
の
問
題
で
は
な

― 17―



く
、
敦
子
が
枢
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
御
歌
所
派
全
体
の
評
価
に
も
関
わ
る

こ
と
で
あ
る

（
注
２
）

。
そ
の
た
め
、
ま
だ
ま
だ
検
討
の
余
地
を
残
す
歌
人
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
敦
子
の
基
礎
的
研
究
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
『
敦
子
刀
自
』
の

受
け
売
り
で
あ
っ
た
伝
記
事
項
の
再
検
討
を
行
う
。
特
に
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま

で
細
部
に
わ
た
る
検
証
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
官
歴
の
部
分
を
、
宮
内
庁
書

陵
部
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
進
退
録
　
女
官
ノ
部
』『
位
階
録
』
に
基
づ
い
て

再
考
す
る
。
加
え
て
、『
明
治
天
皇
紀
』
や
新
聞
雑
誌
記
事
等
も
引
用
し
な
が

ら
、
二
十
六
年
間
に
及
ぶ
宮
中
生
活
の
輪
郭
を
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
と
考
え

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
単
に
御
歌
所
派
歌
人
と
し
か
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
敦
子

を
、
同
時
代
の
評
価
に
即
し
て
見
直
す
端
緒
と
し
た
い
。

二

は
じ
め
に
、
敦
子
が
宮
中
へ
出
仕
し
た
経
緯
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。
敦
子
の
出
仕
に
つ
い
て
、『
明
治
天
皇
紀
』
第
三
（
一
九
六
九

年
　
吉
川
弘
文
館
）
の
明
治
八
年
三
月
十
四
日
の
条
に
は
、

税
所
敦
子
を
宮
内
省
雇
と
為
す
。
尋
い
で
権
掌
侍
に
任
ず
。
敦
子
は
旧
鹿

児
島
藩
士
故
税
所
篤
之
の
後
妻
な
り
。
左
院
議
官
高
崎
正
風
、
其
の
才
徳

優
れ
た
る
を
以
て
、
之
れ
を
薦
む
と
云
ふ

（
注
３
）

。

と
簡
略
に
記
さ
れ
て
お
り
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
正
風
の
推
挙
に
よ
っ

て
出
仕
す
る
運
び
と
な
っ
た
こ
と
も
書
き
添
え
ら
れ
て
い
る
。
正
風
が
敦
子
を

推
挙
し
た
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
、
正
風
自
ら
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
敦
子

が
亡
く
な
っ
た
四
ヶ
月
後
に
娘
の
徳
子
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
敦
子
の
追
悼
歌

集
『
さ
だ
め
な
き
世
』（
①
）
所
収
の
「
税
所
敦
子
君
の
棺
前
に
誄
す
」
で
は
、

僅
か
に
「
明
治
八
年
坤
宮
女
流
の
人
才
を
徴
し
給
ふ
。
正
風
君
を
薦
む
。」
と

の
み
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
敦
子
没
後
の
明
治
三
十
六
年
五
月
二
十
日
に

出
版
さ
れ
た
敦
子
の
歌
集
『
御
垣
の
下
草
』
後
編
上
（
吉
川
半
七
発
行
）
の
序

文
で
は
、
詳
ら
か
に
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
前
略
）
―そ
―は
―今
―を
―さ
―る
―こ
―と
―三
―十
―余
―年
―の
―む
―か
―し
―、
―お
―の
―れ
―左
―院
―の
―議

―官
―を
―拝
―し
―、
―泰
―西
―諸
―国
―の
―政
―体
―風
―俗
―を
―視
―察
―せ
―よ
―と
―の
―命
―を
―蒙
―り
―、
―欧
―羅

―巴
―を
―巡
―り
、
仏
蘭
西
の
み
や
こ
巴
理
斯
に
い
た
れ
る
を
り
、
こ
れ
よ
り
さ

き
に
全
権
公
使
と
し
て
派
出
せ
ら
れ
し
岩
倉
具
視
公
の
一
行
に
ゆ
く
り
な

く
出
あ
へ
り
け
る
が
、
そ
の
随
行
中
に
侍
従
長
東
久
世
通
禧
伯
あ
り
。
伯

と
正
風
と
は
、
維
新
の
は
じ
め
に
仁
和
寺
宮
嘉
彰
親
王
征
討
将
軍
に
任
ぜ

ら
れ
、
節
刀
を
賜
ひ
て
錦
旗
を
お
し
た
て
出
た
ゝ
せ
給
ひ
し
時
、
共
に
其

軍
事
参
謀
を
命
ぜ
ら
れ
、
帷
幕
の
内
に
て
う
ら
な
く
交
り
し
ち
な
み
あ
れ

ば
、
か
た
み
に
打
よ
ろ
こ
び
、
何
く
れ
と
か
た
ら
ひ
け
る
ほ
ど
、
や
う
や

う
歌
の
う
へ
の
こ
と
に
及
び
、「
―今
―上
―皇
―后
―御
―二
―所
―に
―は
―深
―く
―斯
―道
―を
―嗜

―せ
―ら
―れ
―、
―侍
―従
―女
―官
―等
―に
―も
―折
―に
―ふ
―れ
―つ
―ゝ
―題
―を
―た
―ま
―ひ
―、
―歌
―め
―し
―給
―ふ

―こ
―と
―あ
―り
―。
―さ
―る
―を
―あ
―ま
―た
―あ
―る
――女
―官
―中
―に
――、
―皇
―后
―宮
―の
―御
―こ
―と
―ば
―が
―た

―き
―つ
―か
―う
―ま
―つ
―る
―べ
―き
―が
―一
―人
―だ
―に
―な
―き
―こ
―そ
―く
―ち
―を
―し
―け
―れ
―。
―そ
―こ
―の

―知
―人
―の
―中
―に
―も
―し
―さ
―る
―べ
―き
―が
―あ
―ら
―ば
―教
―へ
―ら
―れ
―よ
―」
―と
―い
―は
―る
―ゝ
―を
―、

―お
―の
―れ
―聞
―も
―あ
―へ
―ず
―、
―膝
―を
―う
―ち
―て
―、
―「
―そ
―は
―ま
―こ
―と
―に
―適
―当
―の
―人
―こ
―そ

― 18―



―あ
―な
―れ
―」
―と
―て
―、
―刀
―自
―の
―資
―性
―経
―歴
―よ
―り
―は
―じ
―め
―て
―歌
―文
―に
―堪
―能
―な
―る
―こ

―と
―ゞ
―も
―つ
―ぶ
―さ
―に
―も
―の
―が
―た
―れ
―ば
―――、
――伯
―い
―と
―い
―た
―う
―悦
―び
―て
―、
―「
―こ
―は
―よ

―き
―こ
―と
―を
―き
―ゝ
―ぬ
。
必
は
か
ら
ふ
所
あ
る
べ
し
」
と
て
別
れ
き
。
か
く

て
、
伯
も
お
の
れ
も
帰
朝
し
て
後
、
一
日
伯
お
の
れ
が
家
を
と
ひ
来
て
、

「
さ
き
に
巴
理
斯
に
て
か
た
ら
れ
し
税
所
敦
子
の
こ
と
、
う
ち

く
は
か

ら
ふ
こ
と
あ
り
し
に
、
幸
に
そ
の
か
ひ
あ
り
て
遠
か
ら
ず
め
さ
せ
給
ふ
べ

き
み
け
し
き
定
ま
れ
り
。
さ
れ
ば
そ
こ
よ
り
あ
ら
か
じ
め
こ
の
よ
し
敦
子

に
伝
へ
て
、
お
ほ
せ
ご
と
下
ら
ば
、
速
か
に
御
う
け
聞
え
ま
つ
る
べ
く
は

か
ら
ひ
ね
か
し
」
と
あ
る
に
、（
後
略
）

正
風
が
「
左
院
の
議
官
を
拝
し
」
た
の
は
明
治
四
年
十
一
月
五
日
の
こ
と

で
、
同
日
理
事
官
と
し
て
欧
米
各
国
へ
の
派
遣
を
仰
せ
つ
か
る
。
し
か
し
、
翌

年
一
月
十
九
日
に
そ
の
任
務
を
免
ぜ
ら
れ
、
同
日
「
泰
西
諸
国
の
政
体
風
俗
を

視
察
せ
よ
と
の
命
」
を
受
け
て
欧
米
視
察
を
仰
せ
つ
か
り
、
左
院
の
使
節
団
の

一
員
と
な
る

（
注
４
）

。
そ
し
て
、
明
治
五
年
一
月
二
十
七
日
に
横
浜
を
出
港
し
、
三
月

十
九
日
に
パ
リ
へ
到
着
し
た
。
一
方
で
、
岩
倉
具
視
を
特
命
全
権
大
使
と
す
る

岩
倉
使
節
団
も
ま
た
欧
米
へ
派
遣
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
岩
倉
使
節
団
に
随

行
し
て
い
た
東
久
世
通
禧
と
旧
知
の
仲
で
あ
っ
た
正
風
は
再
会
を
果
た
す
。
そ

の
時
に
通
禧
か
ら
皇
后
の
歌
の
相
手
を
務
め
る
女
官
の
相
談
を
持
ち
か
け
ら
れ
、

敦
子
を
薦
め
た
の
で
あ
る

（
注
５
）

。

出
仕
に
至
る
経
緯
に
つ
い
て
、『
敦
子
刀
自
』
の
「
一
二
　
宮
中
に
奉
仕
す
」

で
は
、

―明
―治
―七
―年
、
左
院
の
少
議
官
高
崎
男
爵
が
、
西
洋
諸
国
の
政
体
風
俗
等
を

視
察
す
べ
き
命
を
受
け
、
欧
羅
巴
を
巡
つ
て
、
仏
蘭
西
の
巴
里
に
着
し
た

時
、
こ
れ
よ
り
先
に
、
全
権
公
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
、
岩
倉
具
視
公
の

一
行
に
行
き
逢
う
た
が
、
其
の
随
行
中
に
、
時
の
侍
従
長
東
久
世
通
禧
が

加
は
つ
て
居
ら
れ
た
。

と
、
正
風
の
序
に
倣
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
重
要
な
点

で
違
い
が
あ
る
。
正
風
は
序
で
「
三
十
余
年
の
昔
」
と
述
べ
て
い
る
の
に
対

し
、『
敦
子
刀
自
』
で
は
「
明
治
七
年
」
と
明
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
、
福
島
タ
マ
執
筆
「
税
所
敦
子
」（
⑱
）
も
『
敦
子
刀
自
』
に
従
い
「
明
治

七
年
」
と
し
て
い
る
。
正
風
が
左
院
の
議
官
に
任
ぜ
ら
れ
、
欧
米
視
察
を
命
ぜ

ら
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
を
考
慮
す
れ
ば
、「
明
治
七
年
」
が
誤
り
で
あ
る
こ

と
は
明
白
で
あ
る
た
め
、「
明
治
五
年
」
に
修
正
す
る
必
要
が
あ
る
。

敦
子
の
出
仕
に
関
連
し
て
、
御
歌
所
寄
人
の
阪
正
臣
は
「
税
所
刀
自
の
伝
」

（
⑤
）
の
中
で
、

高
崎
翁
、
朝
命
に
よ
り
て
欧
洲
を
漫
遊
せ
ら
れ
し
頃
、
東
久
世
通
禧
君
之

に
語
り
て
曰
く
「
宮
中
の
空
気
を
し
て
新
鮮
な
ら
し
め
む
為
、
侍
従
に
は

既
に
士
族
を
ま
じ
へ
た
り
。
女
官
に
も
亦
士
族
に
し
て
学
徳
備
は
り
坤
宮

御
文
事
御
あ
ひ
（
マ
マ
）

を
も
仕
奉
る
べ
き
人
無
き
か
」
と
。
高
崎
翁
答
ふ
る

に
敦
子
を
以
て
し
、「
彼
今
近
衛
家
の
老
女
た
り
。
彼
を
し
て
起
た
し
め

ば
必
適
せ
ん
」
と
い
は
れ
き
。

と
述
べ
て
い
る
。「
宮
中
の
空
気
」
を
一
新
す
る
た
め
に
、「
士
族
」
出
身
者
で
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あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
女
官
の
選
定
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま

た
、
明
治
四
十
年
七
月
二
日
付
の
『
日
本
』
に
は
「
宮
中
女
官
の
取
締
…
京
都

出
身
の
女
官
…
」
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

―九
―重
―の
―宮
―居
―に
―仕
―ふ
―る
―女
―房
―方
―に
―て
―典
―侍
―以
―下
―高
―等
―官
―は
―昔
―よ
―り
―の
―慣
―例

―に
―依
―り
―、
―何
―れ
―も
―京
―都
―の
―公
―卿
―尊
―族
―の
―姫
―達
―な
―る
―こ
―と
―は
―今
―も
―尚
―ほ
―昔
―と

―変
―る
―事
―な
―け
―れ
―ど
―、
―掌
―侍
―以
―下
―の
―表
―役
―な
―る
―高
―等
―女
―官
―中
―に
―初
―め
―て
―京
―都

―の
―公
―卿
―以
―外
―よ
―り
―召
―さ
―れ
―し
―は
―鹿
―児
―島
―の
―税
―所
―篤

(

マ
マ)―子
―に
―て
、
同
女
は
故
前

左
大
臣
近
衛
忠
房
公
夫
人
と
し
て
故
島
津
斉
彬
公
の
女
貞
子
入
簾
の
時
、

島
津
公
の
鑑
識
に
て
生
涯
近
衛
家
に
尽
さ
ん
と
近
衛
邸
に
あ
り
し
に
、
明

治
の
初
め
貞
子
逝
去
あ
り
し
も
厳
然
同
邸
に
あ
り
し
よ
し
を
宮
中
に
聞
へ
、

篤

(

マ
マ)

子
こ
そ
は
天
晴
れ
婦
女
の
亀
鑑
な
れ
ば
と
て
、
其
侭
召
さ
れ
て
楓
の
内

侍
と
命
ぜ
ら
れ
ぬ
。（
後
略
）

「
公
卿
以
外
」
か
ら
高
等
女
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
敦
子
が
初
め
て
で
あ
り
、

当
時
で
は
異
例
の
抜
擢
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。『
敦
子
刀
自
』
に
は
「
松

方
侯
の
談
話
」

（
注
６
）

が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
松
方
正
義
が
、

（
前
略
）
―敦
―子
―が
―宮
―中
―に
―上
―が
―る
―と
―き
―は
―、
―大
―層
―六
―ヶ
―し
―か
―つ
―た
―の
―で
―あ

―る
―。
―一
―体
―宮
―中
―の
―女
―官
―で
―、
―高
―等
―官
―に
―な
―る
―に
―は
―、
―従
―来
―華
―族
―で
―な
―け
―れ

―ば
―い
―け
―な
―か
―つ
―た
―の
―だ
。
然
る
に
、
敦
子
の
や
う
な
え
ら
い
人
物
を
入
れ

る
必
要
が
あ
つ
た
為
に
、
三
条
・
木
戸
・
大
久
保
等
の
人
々
が
、
大
そ
う

骨
を
折
ら
れ
、
―こ
―れ
―ま
―で
―の
―慣
―例
―を
―破
―つ
―て
―、
―身
―分
―の
―低
―い
―敦
―子
―を
―召
―し

―出
―す
―こ
―と
―に
―極
―ま
―つ
―た
―の
―で
―あ
―る
。（
後
略
）

と
回
想
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
時
の
様
子
を
、
正
臣
が
同
じ
く
「
税
所
刀
自
の

伝
」
で
述
べ
て
い
る
。

―士
―民
―と
―し
―い
―へ
―ば
―虫
―の
―如
―く
―見
―な
―し
―ゝ
―旧
―堂
―上
―の
―風
―は
―男
―子
―に
―す
―ら
―な
―ほ

―遺
―り
―し
―か
―ば
―、
―ま
―し
―て
―女
―子
―に
―は
―深
―く
―染
―み
―て
―、
―士
―族
―の
―権
―掌
―侍
――い
―で
―き

―た
―り
―と
―聞
―き
―し
―と
―き
―は
―、
―如
―何
―に
―驚
―か
―れ
―け
―む
―、
―い
―か
―に
―う
―と
―ま
―し
―く
―思

―は
―れ
―け
―む
。
然
れ
ど
も
、
敦
子
は
嘗
て
千
種
有
功
卿
の
門
に
在
り
、
又
近

衛
家
に
つ
か
へ
て
よ
く
堂
上
の
風
を
知
り
、
生
地
は
も
と
よ
り
京
都
に
し

て
言
語
優
美
な
り
、
動
作
閑
雅
な
り
。
一
点
の
非
難
す
べ
き
所
無
き
の
み

な
ら
ず
、
学
芸
豊
富
に
し
て
、
宮
女
中
一
の
こ
れ
に
比
肩
す
べ
き
な
し
。

所
謂
知
識
は
勢
力
に
し
て
、
は
じ
め
い
や
し
み
し
人
々
も
、
或
は
書
籍
中

の
疑
義
を
質
し
、
或
は
歌
文
の
是
正
を
乞
ひ
、
い
つ
し
か
師
匠
と
仰
ぐ
に

至
り
ぬ
。（
後
略
）

「
公
卿
」
出
身
者
で
支
配
さ
れ
た
宮
中
に
「
士
族
」
出
身
者
の
敦
子
が
足
を

踏
み
入
れ
た
こ
と
は
、
宮
中
へ
新
風
を
吹
き
込
ん
だ
第
一
歩
で
あ
っ
た
と
言
え

よ
う
。
決
し
て
好
意
的
で
は
な
い
環
境
に
あ
り
な
が
ら
も
、
持
ち
前
の
人
柄
の

良
さ
に
加
え
、
高
い
教
養
と
優
れ
た
才
学
に
よ
っ
て
、
敦
子
は
宮
中
、
そ
し
て

御
歌
所
に
お
け
る
自
ら
の
位
置
を
見
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

三

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
『
進
退
録
　
女
官
ノ
部
』『
位
階
録
』
を
そ
れ
ぞ
れ
繙

い
て
み
る
と
、『
進
退
録
　
女
官
ノ
部
』
に
は
女
官
の
雇
用
、
叙
位
、
下
賜
、
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給
与
等
、『
位
階
録
』
に
は
叙
位
に
つ
い
て
詳
ら
か
に
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
窺
え
、
と
も
に
大
変
貴
重
な
一
次
資
料
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で
の

敦
子
の
伝
記
研
究
に
お
い
て
『
進
退
録
　
女
官
ノ
部
』『
位
階
録
』
が
扱
わ
れ

た
こ
と
は
な
い
。
今
回
こ
れ
ら
の
資
料
を
用
い
て
、
敦
子
の
官
歴
を
詳
細
に
辿

っ
て
み
た
い
。

宮
中
出
仕
以
来
の
官
歴
に
つ
い
て
は
、
敦
子
没
後
に
何
人
か
に
よ
っ
て
書
き

表
さ
れ
た
略
伝
な
ど
の
記
事
に
付
随
し
て
度
々
記
載
は
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
網
羅
せ
ず
部
分
的
で
あ
っ
た
り
、
日
付
が
明
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

り
、
ま
た
記
事
に
よ
っ
て
月
日
が
異
な
っ
て
い
る
な
ど
、
決
し
て
克
明
で
は
な

か
っ
た
。『
敦
子
刀
自
』
が
出
版
さ
れ
て
以
降
は
、
福
島
タ
マ
「
税
所
敦
子
」

や
『
明
治
文
学
全
集
81
明
治
女
流
文
学
集
（
一
）』
所
収
「
税
所
敦
子
篇
」（
⑳
）

に
付
さ
れ
て
い
る
年
譜
を
は
じ
め
、
先
行
研
究
の
多
く
が
『
敦
子
刀
自
』
に
記

さ
れ
て
い
る
官
歴
に
追
従
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
こ
で
、『
敦
子
刀
自
』
の

伝
記
の
最
後
に
付
さ
れ
て
い
る
「
税
所
敦
子
年
譜
」（
以
下
「
敦
子
年
譜
」
と

略
す
）
を
『
進
退
録
　
女
官
ノ
部
』『
位
階
録
』
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
検
討
し

て
い
く
。
以
下
、「
敦
子
年
譜
」
の
引
用
で
あ
る
。

（
前
略
）

明
治
六
年
癸酉

（
中
略
）

同
　
八
年
乙亥

三
月
十
四
日
、
宮
内
省
雇
と
な
る
。
六
月
二
十
三
日
権
掌

侍
に
任
ぜ
ら
れ
、
楓
内
侍
と
称
す
。
九
月
二
十
三
日
正
七
位
に
叙
せ
ら

る
。
敦
子
年
五
十
一
。

同
二
十
一
年
戊子

二
月
廿
三
日
従
六
位
に
叙
せ
ら
る
。
十
二
月
二
十
一
日

「
御
垣
の
下
草
」
出
版
せ
ら
る
。
敦
子
年
六
十
四
。

同
二
十
六
年
癸巳

一
月
正
六
位
に
叙
せ
ら
る

（
注
７
）

。
敦
子
年
六
十
九
。

同
三
十
年
丁酉

十
二
月
二
十
八
日
従
五
位
に
叙
せ
ら
る
。
敦
子
年
七
十
三
。

同
三
十
三
年
庚子

二
月
四
日
卒
す
。
特
に
掌
侍
に
任
じ
正
五
位
に
叙
せ
ら

る
。
二
月
八
日
青
山
墓
地
に
葬
る
。
敦
子
年
七
十
六
。

で
は
、『
進
退
録
　
女
官
ノ
部
』『
位
階
録
』
の
記
録
か
ら
、
叙
位
の
年
ご
と

に
そ
の
詳
細
を
追
っ
て
み
よ
う
。
た
だ
し
、『
進
退
録
　
女
官
ノ
部
』『
位
階

録
』
に
は
個
人
的
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
敦
子
に
関
す
る
箇
所
の
み
引

用
を
行
う
。（

一
）

明
治
八
年

『
自
明
治
三
年
至
明
治
十
年
　
進
退
録
　
女
官
ノ
部
』

（
注
８
）

の
明
治
八
年
「
第
六

号
　
税
所
敦
子
ヲ
雇
ニ
採
用
ノ
件
（
三
月
）」
を
引
用
す
る
。

八
年
三
月
十
二
日鹿

児
島
県
士
族

税
所
元
五
郎
祖
母

税
所
敦
子

右
当
省
雇
申
付
候
事

但
一
ヶ
月
金
六
拾
七
円
被
下
候
事

こ
の
記
録
に
よ
る
と
、
宮
内
省
は
明
治
八
年
三
月
十
二
日
に
敦
子
を
雇
い
入
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れ
る
と
い
う
こ
と
を
決
定
し
、
発
令
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
給
与
も
明
確

に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
続
い
て
、
同
年
の
「
第
十
四
号
（
中
略
）
宮
内
省
雇
税

所
敦
子
ヲ
権
掌
侍
ニ
任
用
ノ
件
（
六
月
）」
に
は
、

（
前
略
）

宮
内
省
雇
　
税
所
敦
子

右
権
掌
侍

右
之
通
被
仰
付
度
此
段
及
上
申
候
也

明
治
八
年
六
月
十
七
日
　
宮
内
卿
徳
大
寺
実
則

太
政
大
臣
三
条
実
美
殿

追
テ
税
所
敦
子
履
歴
書
一
葉
差
添
申
進
候
也鹿

児
島
県
士
族
元
五
郎
祖
母

明
治
八
年
乙
亥
三
月
十
四
日
宮
内
省
雇
　
　
　
　
　
税
所
敦
子

被
申
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
政
八
年
乙
酉

三
月
生

（
中
略
）

税
所
敦
子

任
権
掌
侍

右
宣
旨
四
通
御
廻
申
入
候
条
御
伝
達

可
有
之
候
也

但
請
書
差
出
候
様
御
取
計
可
有
之

候
也

八
年
六
月
廿
三
日
　
　
史
官

宮
内
省

卿
輔
御
中

（
中
略
）

税
所
敦
子

任
権
掌
侍

右
本
日
宣
下
相
成
候
条
此
段
及
御
達

候
也

八
年
六
月
廿
三
日
　
　
史
官

宮
内
大
少
丞
御
中

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
明
治
八
年
六
月
十
七
日
、「
宮
内
卿
徳
大
寺
実
則
」

は
敦
子
を
「
権
掌
侍
」
に
任
命
す
る
よ
う
「
太
政
大
臣
三
条
実
美
」
に
上
申

し
、
認
可
を
求
め
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
上
申
に
は
「
追
テ
税
所
敦
子
履
歴
書

一
葉
差
添
申
進
候
也
」
と
あ
り
、
六
月
十
七
日
の
時
点
で
は
準
備
が
整
っ
て
い

な
か
っ
た
の
か
、「
履
歴
書
」
は
別
便
で
差
し
出
す
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
敦

子
を
「
権
掌
侍
」
の
官
職
に
ふ
さ
わ
し
い
と
判
断
し
て
上
申
し
た
根
拠
に
、「
履

歴
書
」
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、「
明
治
八
年
乙

亥
三
月
十
四
日
宮
内
省
雇
被
申
付
」
に
着
目
す
る
と
、
日
付
が
「
三
月
十
四

日
」
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
先
の
「
第
六
号
」
の
資
料
で
は
、
採
用
の
決
定

が
あ
っ
た
の
が
「
三
月
十
二
日
」
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
命
令
が
敦
子
の
も
と

に
届
い
た
の
が
二
日
後
の
「
三
月
十
四
日
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
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う
。
敦
子
が
「
宮
内
省
雇
」
と
し
て
宮
中
へ
出
仕
し
た
の
は
明
治
八
年
三
月
十

四
日
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

宮
内
卿
の
上
申
か
ら
六
日
後
の
六
月
二
十
三
日
、
記
録
係
で
あ
る
「
史
官
」

が
宮
内
卿
・
輔
に
敦
子
の
「
任
権
掌
侍
」
を
含
む
「
宣
旨
四
通
」

（
注
９
）

を
ま
わ
す
こ

と
を
申
し
入
れ
て
、
省
内
で
伝
達
す
る
よ
う
に
と
指
示
し
て
い
る
。
ま
た
同
日

「
卿
輔
」
と
は
別
に
、
敦
子
を
「
権
掌
侍
」
に
任
ず
る
と
い
う
「
宣
下
」
が
お

り
た
こ
と
が
「
史
官
」
か
ら
「
宮
内
大
少
丞
」
へ
伝
え
ら
れ
て
い
る
。『
太
政

官
日
誌
』（
W
）
第
八
十
一
号
に
も
、

○
六
月
二
十
三
日

（
前
略
）

任
権
掌
侍
　
　
　
　
　
　
　
　
命
婦
　
　
樹
下
　
範
子

同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
税
所
　
敦
子

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
六
月
二
十
三
日
に
宣
旨
が
お
り
、
そ
の
日
の
内
に
太
政
官

か
ら
宮
内
卿
へ
宣
旨
が
ま
わ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
同
年
、
敦
子
は
位
を
授
け
ら
れ
た
。「
第
十
五
号
　
税
所
敦
子
（
中

略
）
叙
位
ノ
件
（
九
月
）」
を
見
て
み
る
。

九
月
廿
日
分

税
所
敦
子

（
中
略
）

叙
正
七
位

右
両
名
位
記
御
廻
申
入
候
条
御
伝
達
可
有
之
候
也

八
年
九
月
廿
二
日
　
　
史
官

宮
内
大
少
丞
御
中

追
而
請
書
之
儀
は
例
之
通
御
取
計
可
有
之
候
也

こ
の
記
録
に
よ
る
と
、「
九
月
廿
日
分
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
敦

子
は
九
月
二
十
日
に
「
正
七
位
」
に
叙
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
二
日
後

に
、
記
録
係
の
「
史
官
」
が
「
位
記
」
を
作
成
し
て
「
宮
内
大
少
丞
」
へ
提
出

し
、
決
裁
の
た
め
に
書
類
を
ま
わ
す
こ
と
を
申
し
入
れ
、
伝
達
を
指
示
し
て
い

る
。
し
か
し
、『
太
政
官
日
誌
』（
W
）
の
第
百
二
十
一
号
に
は
、

○
九
月
廿
三
日

（
前
略
）

叙
正
七
位
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
税
所
敦
子

（
後
略
）

と
あ
る
よ
う
に
、
九
月
二
十
日
で
は
な
く
、
そ
の
三
日
後
の
九
月
二
十
三
日
に

叙
さ
れ
た
と
し
て
お
り
、
日
付
に
食
い
違
い
が
生
じ
て
い
る
。
ま
た
「
敦
子
年

譜
」
に
お
い
て
も
「
九
月
二
十
三
日
正
七
位
に
叙
せ
ら
る
」
と
し
て
お
り
、
そ

の
日
付
の
出
所
は
お
そ
ら
く
『
太
政
官
日
誌
』
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、

ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
。
明
治
二
十
一
年
の
箇
所
で
引
用
す
る
『
明
治
廿
一
年

位
階
録
』

（
注
10
）

で
は
、「
同
年
九
月
廿
日
正
七
位
ニ
被
叙
」
と
、
九
月
二
十
日
に
叙

さ
れ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
明
治
八
年
九
月
二
十
五
日
付
の
『
郵
便

報
知
新
聞
』
に
は
、
次
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

九
月
廿
日
分
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（
中
略
）

叙
正
七
位
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
税
所
敦
子

（
後
略
）

本
来
は
二
十
日
と
す
る
べ
き
で
あ
る
が
、『
太
政
官
日
誌
』
の
編
集
者
へ
叙

位
に
関
す
る
情
報
が
も
ら
た
さ
れ
た
の
が
二
十
三
日
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ

ろ
う
か
。
わ
ざ
わ
ざ
「
九
月
廿
日
分
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
『
位
階
録
』

の
記
録
と
を
勘
案
す
る
と
、「
九
月
二
十
三
日
」
に
叙
さ
れ
た
と
す
る
の
は
誤

り
で
、
九
月
二
十
日
に
発
令
が
あ
っ
た
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

（
二
）

明
治
二
十
一
年

『
明
治
廿
一
年
　
位
階
録
』
の
「
第
二
号
　
税
所
敦
子
叙
位
ノ
件
（
二
月
）」

に
は
、

正
七
位
　
税
所
敦
子
　

叙
従
六
位

右
謹
テ
奏
ス

明
治
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

宮
内
大
臣
子
爵
　
土
方
久
元

（
中
略
）

二
月
廿
三
日
裁
可
　
同
廿
四
日
達
官
報
々
告
済

明
治
廿
一
年
二
月
廿
二
日

（
中
略
）

権
掌
侍
正
七
位
　
税
所
敦
子

右
ハ
明
治
八
年
六
月
廿
三
日
権
掌
侍
ニ
任
シ
同
年
九
月

廿
日
正
七
位
ニ
被
叙
権
掌
侍
ニ
任
セ
ラ
レ
シ
以
降
同

等
官
ニ
ア
ル
コ
ト
満
十
二
年
九
ヶ
月
ニ
相
成
候
ニ
付
叙
位

進
階
内
規
第
四
条
ニ
依
リ
位
一
級
被
進
可
然

哉
裁
ヲ
仰
ク

と
あ
り
、
明
治
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日
に
「
宮
内
大
臣
子
爵
　
土
方
久
元
」

が
「
正
七
位
」
か
ら
「
従
六
位
」
へ
の
敦
子
の
昇
進
を
奏
上
し
て
い
る
。
同
日

中
に
「
裁
可
」
さ
れ
、
翌
日
に
は
そ
の
旨
の
命
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ

て
、「
従
六
位
」
に
叙
さ
れ
た
の
は
二
月
二
十
四
日
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
し

か
し
、
明
治
二
十
一
年
二
月
二
十
五
日
付
の
『
官
報
』
第
一
三
九
四
号
の
「
叙

任
及
辞
令
」
に
は
、

○
明
治
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

叙
従
六
位
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
七
位
　
税
所
　
敦
子

と
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
二
十
三
日
は
あ
く
ま
で
天
皇
の
「
裁
可
」
が
お
り
た
日

で
あ
る
の
で
、
公
的
に
発
令
さ
れ
た
の
は
二
十
四
日
で
あ
ろ
う
。

（
三
）

明
治
二
十
六
年

続
い
て
、『
明
治
廿
六
年
　
位
階
録
』

（
注
11
）

の
「
第
四
号
　
税
所
敦
子
叙
位
ノ
件

（
二
月
）」
を
見
て
み
る
。
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従
六
位
　
税
所
敦
子

叙
正
六
位

右
謹
テ
奏
ス

明
治
廿
六
年
二
月
四
日

宮
内
大
臣
子
爵
　
土
方
久
元

明
治
廿
六
年
二
月
六
日
裁
可
二
月
六
日
達

台
帳
記
入
二
月
六
日
官
報
報
告
済

立
案
　
明
治
廿
六
年
二
月
三
日

決
裁
　
明
治
　
　
年
　
月
　
日

（
中
略
）

権
掌
侍
従
六
位
　
税
所
敦
子

右
明
治
二
十
一
年
二
月
従
六
位
宣
下
以
来
満
五

年
経
過
ノ
者
ニ
付
高
等
女
官
叙
位
進
階
内

則
第
三
条
ニ
依
リ
位
一
級
被
進
度
裁
ヲ
仰
ク

従
六
位
　
税
所
敦
子

叙
正
六
位

明
治
二
十
六
年
二
月
四
日
、「
宮
内
大
臣
子
爵
　
土
方
久
元
」
は
「
従
六
位
」

で
あ
っ
た
敦
子
の
位
を
「
正
六
位
」
へ
進
め
る
よ
う
奏
上
し
て
い
る
。
そ
の
二

日
後
の
「
二
月
六
日
」
に
は
昇
進
が
許
可
さ
れ
、
同
日
中
に
命
令
も
発
せ
ら
れ

た
。
ま
た
「
官
報
報
告
済
」
と
あ
る
よ
う
に
、
明
治
二
十
六
年
二
月
七
日
付
の

『
官
報
』
第
二
八
八
〇
号
の
「
叙
任
及
辞
令
」
に
は
、

○
明
治
二
十
六
年
二
月
六
日

叙
正
六
位
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
従
六
位
　
税
所
　
敦
子

（
後
略
）

と
あ
り
、『
明
治
廿
六
年
　
位
階
録
』
の
日
付
と
一
致
す
る
。
こ
こ
で
、「
敦
子

年
譜
」
の
明
治
二
十
六
年
の
条
を
見
直
し
て
み
る
と
、「
一
月
正
六
位
に
叙
せ

ら
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
り
、「
二
月
六
日
」

と
修
正
す
べ
き
で
あ
る
。

『
明
治
廿
六
年
　
位
階
録
』
の
「
決
裁
」
の
日
付
が
空
欄
に
な
っ
て
い
る
が
、

事
務
の
簡
略
化
を
目
的
に
編
集
者
が
省
略
し
た
の
か
、
疑
問
で
あ
る
。
明
治
三

十
・
三
十
三
年
の
『
位
階
録
』
で
は
決
裁
日
だ
け
で
な
く
、
台
帳
記
入
日
も
空

欄
で
あ
る
。（

四
）

明
治
三
十
年

『
明
治
三
十
年
　
位
階
録
』

（
注
12
）

の
「
第
二
二
号
　
税
所
敦
子
（
中
略
）
叙
位
ノ

件
（
十
二
月
）」
で
は
、

正
六
位
　
税
所
敦
子

叙
従
五
位

（
中
略
）

右
謹
テ
奏
ス

明
治
三
十
年
十
二
月
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宮
内
大
臣
伯
爵
　
土
方
久
元

明
治
卅
年
十
二
月
廿
七
日
裁
可
仝
月
廿
八
日
達

台
帳
記
入
　
月
　
日
官
報
報
告
済
ハ
止
ム

立
案
　
明
治
三
十
年
十
一
月
三
十
日

決
裁
　
明
治
　
　
年
　
　
月
　
　
日

（
中
略
）

権
掌
侍
正
六
位
　
税
所
敦
子

（
中
略
）

右
皇
后
宮
大
夫
上
申
ノ
通
リ
高
等
女
官
叙

位
進
階
内
則
ニ
拘
ラ
ズ
此
之
際
特
別
ノ
御
詮

議
ヲ
以
テ
各
位
一
級
進
メ
ラ
レ
可
然
乎
高
裁
ヲ

仰
ク

正
六
位
　
税
所
敦
子
　

叙
従
五
位

（
後
略
）

と
記
さ
れ
て
あ
る
。
明
治
三
十
年
十
二
月
に
「
宮
内
大
臣
伯
爵
　
土
方
久
元
」

に
よ
っ
て
、
敦
子
の
「
正
六
位
」
か
ら
「
従
五
位
」
へ
の
昇
進
が
奏
上
さ
れ
、

同
月
二
十
七
日
に
「
裁
可
」、
そ
の
翌
日
命
令
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、

十
二
月
二
十
八
日
に
従
五
位
に
叙
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、「
官

報
報
告
済
ハ
止
ム

」
と
、「
済
」
の
右
側
に
「
ハ
止
ム
」
と
書
き
足
さ
れ
て
い
る
。
官

報
に
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
経
緯
が
こ
れ
で
判
明
す
る
。

（
五
）

明
治
三
十
三
年

『
自
明
治
卅
一
年
至
明
治
卅
六
年
■
進
退
録
■
女
官
ノ
部
』

（
注
13
）

に
収
め
ら
れ
て

い
る
明
治
三
十
三
年
の
「
第
一
号
　
権
掌
侍
税
所
敦
子
ヲ
掌
侍
ニ
任
用
ノ
件

（
二
月
）」
に
は
、
欄
外
に
「
二
月
四
日
」
の
日
付
が
記
さ
れ
、

権
掌
侍
従
五
位
　
税
所
敦
子

任
掌
侍

と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
敦
子
は
明
治
三
十
三
年
二
月
四
日
に
「
権
掌
侍
」
か
ら

「
掌
侍
」
へ
任
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
昇
進
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
以
下

の
文
書
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る

（
注
14
）

。

権
掌
侍

税
所
敦
子

右
本
日
病
気
危
篤

ニ
付
掌
侍
ニ
被
仰
付
候

様
宮
内
大
臣
へ
申
立

可
然
哉

思
召
奉
伺
候
に
早
速

相
運
候
様
可
取
計
旨

御
沙
汰
被
為
在
候
条
此

段
申
進
候
也
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二
月
四
日
　
香
川
大
夫

宮
内
省
当
番

書
記
官
御
中

明
治
三
十
三
年
二
月
四
日
、
か
ね
て
か
ら
病
を
患
っ
て
い
た
敦
子
は
、
危
篤

状
態
に
陥
る
。
そ
れ
を
受
け
、「
香
川
大
夫
」

（
注
15
）

は
敦
子
を
「
権
掌
侍
」
か
ら
「
掌

侍
」
に
昇
進
さ
せ
る
よ
う
宮
内
大
臣
へ
申
し
立
て
、
意
向
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、

宮
内
大
臣
が
そ
の
よ
う
に
取
り
計
ら
う
よ
う
命
じ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ

は
、
そ
の
旨
を
「
香
川
大
夫
」
が
実
務
を
担
当
す
る
「
書
記
官
」
へ
指
示
し
た

文
書
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
明
治
卅
三
年
　
位
階
録
』

（
注
16
）

の
「
第
三
一
号
　
税

所
特
旨
叙
位
ノ
件
（
二
月
）」
に
は
以
下
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

一
　
権
掌
侍
税
所
敦
子
正
五
位
ニ
進
メ
ラ
ル
ヽ

件

右
謹
テ
奏
ス

明
治
三
十
三
年
二
月
四
日

宮
内
大
臣
子
爵
　
田
中
光
顕

明
治
卅
三
年
二
月
四
日
裁
可
仝
月
仝
日
達

台
帳
記
入
　
月
　
日
官
報
報
告
済

（
中
略
）

権
掌
侍
従
五
位
　
税
所
敦
子

右
目
下
病
気
ニ
罹
リ
危
篤
ニ
陥
リ
タ
ル
趣
然
ル
ニ

同
人
ハ
明
治
八
年
権
掌
侍
ニ
任
セ
ラ
レ
シ
以
来
在
職

廿
五
年
歌
道
御
用
相
勤
候
等
功
労
不
尠
者
ニ
付

高
等
女
官
叙
位
進
階
内
則
第
五
条
ニ
依
リ
位
一
級
ヲ

進
メ
正
五
位
ニ
叙
セ
ラ
レ
然
ル
ヘ
キ
ヤ

従
五
位
　
税
所
敦
子

叙
正
五
位

権
掌
侍
従
五
位
　
税
所
敦
子

特
旨
ヲ
以
位
一
級
進
メ
ラ
ル

二
月
四
日
、「
香
川
大
夫
」
の
申
し
立
て
と
取
り
計
ら
い
を
受
け
て
、「
宮
内

大
臣
子
爵
　
田
中
光
顕
」
は
「
従
五
位
」
か
ら
「
正
五
位
」
へ
位
が
進
め
ら
れ

る
よ
う
奏
上
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
敦
子
は
同
日
中
に
「
特
旨
」
に
よ
っ
て

「
正
五
位
」
に
叙
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
、『
自
明
治
卅
一
年
至

明
治
卅
六
年
　
進
退
録
　
女
官
ノ
部
』
の
「
第
二
号
　
掌
侍
税
所
敦
子
死
亡
ノ

件
（
二
月
）」
は
次
の
よ
う
に
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。

掌
侍
正
五
位
税
所
敦
子
病
気
之
処

養
生
不
相
叶
昨
四
日
逝
去
致
候
間

此
段
御
届
申
上
候
也

明
治
三
十
三
年
二
月
五
日

親
戚男

爵
三
宮
義
胤
（
花
押
）

宮
内
大
臣
子
爵
田
中
光
顕
殿

危
篤
の
知
ら
せ
が
入
っ
た
そ
の
日
に
、
敦
子
は
息
を
引
き
取
っ
た
。
七
十
六
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歳
で
あ
っ
た
。
翌
五
日
に
は
、「
三
宮
義
胤
」

（
注
17
）

に
よ
っ
て
届
書
が
宮
内
大
臣
へ

提
出
さ
れ
て
い
る
。

当
時
、
短
歌
の
総
合
的
雑
誌
と
し
て
流
布
し
て
い
た
『
心
の
花
』
三
巻
二
号

（
明
治
三
十
三
年
二
月
十
一
日
）
の
「
雑
報
」
欄
に
は
、
次
の
記
事
が
早
速
掲

載
さ
れ
た
。

税
所
敦
子
刀
自
の
逝
去
　
明
治
の
紫
式
部
を
以
て
称
せ
ら
れ
た
る
楓
の
内

侍
税
所
敦
子
刀
自
は
、
本
月
一
日
例
の
如
く
参
内
。
宮
城
内
に
於
て
腹
痛

を
感
ぜ
し
を
以
て
急
に
退
出
。
市
ヶ
谷
砂
土
原
町
の
自
邸
に
引
籠
り
療
養

中
な
り
し
が
、
去
る
四
日
俄
に
心
臓
麻
痺
と
変
じ
、
遂
に
七
十
六
歳
を
一

期
と
し
て
永
眠
せ
ら
れ
た
き
。（
後
略
）

敦
子
の
逝
去
後
、
新
聞
や
雑
誌
に
は
訃
報
を
知
ら
せ
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
、

そ
の
死
を
悼
ん
だ
。

四

宮
中
に
お
け
る
敦
子
の
主
な
仕
事
に
つ
い
て
は
、『
明
治
天
皇
紀
』
第
六
（
一

九
七
一
年
）
の
明
治
十
七
年
十
月
九
日
の
条
か
ら
知
ら
れ
る
。

権
掌
侍
税
所
敦
子
に
年
金
二
百
円
を
賜
ひ
、
其
の
歌
道
御
用
奉
仕
の
労
を

犒
ひ
た
ま
ふ
。
敦
子
歌
道
に
通
じ
、
書
を
能
く
し
、
専
ら
御
製
を
浄
書

し
、
又
之
れ
を
保
管
す
る
を
以
て
任
と
す
。
天
皇
御
製
を
文
学
御
用
掛
高

崎
正
風
に
下
し
た
ま
ふ
や
、
予
め
之
れ
を
敦
子
に
付
し
て
浄
書
せ
し
め
、

正
風
拝
批
し
て
之
れ
を
上
る
。
叡
覧
の
後
、
更
に
敦
子
を
し
て
浄
書
せ
し

め
た
ま
ふ
を
例
と
す
。

こ
の
年
、「
歌
道
御
用
」
に
精
励
す
る
敦
子
の
労
を
多
と
し
、
年
金
が
下
賜

さ
れ
た
。
歌
の
道
に
精
通
し
、
そ
の
う
え
書
に
優
れ
て
い
た
た
め
、
明
治
天
皇

の
御
製
歌
を
浄
書
し
、
保
管
す
る
の
を
役
目
と
し
て
い
た
。
御
製
歌
は
前
も
っ

て
敦
子
の
手
に
よ
っ
て
浄
書
さ
れ
て
か
ら
正
風
に
下
さ
れ
、
正
風
が
批
点
を
打

ち
、
天
皇
へ
上
げ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
天
皇
が
見
た
後
は
再
び
敦
子
の
手
に
よ

っ
て
浄
書
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
敦
子
の
役
割
が
知
ら
れ
る
一
文
で
あ

る
。ま

た
、
敦
子
の
死
を
受
け
て
『
明
治
天
皇
紀
』
第
九
（
一
九
七
三
年
）
明
治

三
十
三
年
二
月
六
日
の
条
に
は
、

掌
侍
正
五
位
税
所
敦
子
卒
せ
る
を
以
て
、
明
治
八
年
出
仕
以
来
前
後
二
十

五
年
、
本
務
の
傍
ら
終
始
歌
道
御
用
を
勤
め
た
る
の
労
を
追
思
し
、
是
の

日
例
規
賜
金
四
百
円
の
外
、
特
に
金
三
百
円
を
賜
ひ
、
皇
后
亦
別
に
祭
粢

料
金
三
百
円
を
賜
ふ
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
二
十
五
年
間
「
本
務
」
と
平
行
し
て
「
歌
道
御
用
」
を
勤

め
上
げ
た
こ
と
を
称
え
、
例
規
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
賜
金
と
は
別
に
、
恩
給

金
、
ま
た
皇
后
か
ら
は
祭
粢
料
が
下
賜
さ
れ
た
。
敦
子
の
生
涯
の
功
績
を
嘉

し
、
哀
悼
の
意
を
表
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、「
歌
道
御
用
」
に
尽
力
し
た
敦
子
の
姿
が
垣
間
見

え
る
。
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五

以
上
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
結
果
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

叙
位
の
発
令
日
に
修
正
を
加
え
た
箇
所
に
つ
い
て
は
、
波
線
を
施
し
た
。

明
治
八
年
　
　
　
五
一
歳
　
三
月
十
四
日
　
宮
内
省
雇

六
月
二
十
三
日
　
任
権
掌
侍

九
月
二
十
日
　
叙
正
七
位

明
治
二
十
一
年
　
六
四
歳
　
二
月
二
十
四
日
　
叙
従
六
位

明
治
二
十
六
年
　
六
九
歳
　
二
月
六
日
　
叙
正
六
位

明
治
三
十
年
　
　
七
三
歳
　
十
二
月
二
十
八
日
　
叙
従
五
位

明
治
三
十
三
年
　
七
六
歳
　
二
月
四
日
　
任
掌
侍

同
　
　
　
　
叙
正
五
位

今
回
、
基
礎
的
研
究
の
手
始
め
と
し
て
、
敦
子
の
官
歴
の
考
証
を
行
っ
て
き

た
。
宮
内
庁
が
重
要
資
料
と
し
て
保
存
し
て
い
る
『
進
退
録
　
女
官
ノ
部
』
と

『
位
階
録
』
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
官
歴
の
詳
細
を
辿
る
こ
と
が
で
き
、

こ
れ
ま
で
先
行
研
究
で
述
べ
ら
れ
て
き
た
官
歴
に
修
正
を
加
え
る
と
い
う
結
果

が
得
ら
れ
た
。
た
っ
た
一
日
二
日
の
違
い
で
も
、
決
し
て
蔑
ろ
に
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
敦
子
の
正
確
な
官
歴
の
明
示
は
、
今
後
さ
ら
に
敦
子
研
究
を
進
め

る
上
で
重
要
な
足
掛
か
り
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

従
来
、
敦
子
研
究
に
関
し
て
は
御
歌
所
派
歌
人
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
貼
り
が
先

行
し
、
明
治
と
い
う
時
代
の
価
値
観
に
即
し
て
見
直
す
作
業
は
な
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
。
歌
人
と
し
て
の
評
価
の
み
な
ら
ず
、
伝
記
事
項
に
つ
い
て
も
同
様
の

こ
と
が
言
え
る
。
士
族
出
身
か
ら
の
宮
中
出
仕
と
い
う
異
例
の
抜
擢
を
受
け
、

「
歌
道
御
用
」
の
要
職
を
担
っ
た
敦
子
の
、
宮
中
ま
た
御
歌
所
に
お
け
る
姿
を

詳
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
本
当
の
意
味
で
の
御
歌
所
派
歌
人
と
し
て
の
評
価
に

つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

注（
注
１
）

敦
子
に
関
す
る
参
考
文
献
、
先
行
研
究
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
　
税
所
徳
子
編
輯
・
発
行
『
さ
だ
め
な
き
世
』（
一
九
〇
〇
年
）。

②
「
税
所
敦
子
刀
自
の
逝
去
」（『
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
〇
〇
年
二
月
六
日
付
）。

③
「
税
所
敦
子
刀
自
の
逝
去
」（『
報
知
新
聞
』
一
九
〇
〇
年
二
月
七
日
付
）。

④
　
平
田
久
「
税
所
敦
子
刀
自
」（『
国
民
新
聞
』
一
九
〇
〇
年
二
月
七
日
付
）。

⑤
　
阪
正
臣
「
税
所
刀
自
の
伝
」（『
心
の
花
』
三
巻
二
号
、
一
九
〇
〇
年
二
月
）。

⑥
　
税
所
徳
子
「
ゆ
め
の
あ
と
」（『
女
鑑
』
二
〇
〇
号
、
一
九
〇
〇
年
三
月
）。

⑦
「
税
所
敦
子
刀
自
」（『
婦
人
雑
誌
』
一
五
巻
三
編
・
一
五
巻
五
編
、
一
九
〇
〇
年

三
・
五
月
）。

⑧
「
税
所
敦
子
刀
自
の
小
伝
」（『
日
本
弘
道
叢
記
』
九
五
号
、一
九
〇
〇
年
三
月
）。

⑨
　
池
袋
清
風
「
税
所
敦
子
刀
自
を
憶
ふ
（
一
）
〜
（
五
）」（『
国
民
新
聞
』
一
九

〇
〇
年
三
月
一
五
・
一
六
・
一
八
・
二
〇
・
二
一
日
付
）。

⑩
　
加
藤
雄
吉
「
税
所
敦
子
刀
自
を
憶
ふ
」（『
女
鑑
』
二
〇
三
号
、
一
九
〇
〇
年

四
月
）。

⑪
　
井
手
今
滋
「
税
所
刀
自
の
歌
」（『
心
の
花
』
六
巻
八
号
、
一
九
〇
三
年
八
月
）。

⑫
　
あ
り
あ
け
廼
舎
主
人
「
楓
の
内
侍
」（『
わ
か
竹
』
一
号
、
一
九
〇
八
年
五
月
）、

同
「
楓
の
内
侍
（
其
二
）」（『
わ
か
竹
』
四
号
、
一
九
〇
八
年
八
月
）。

⑬
　
岡
村
憲
三
「
女
歌
人
税
所
敦
子
」（『
わ
か
竹
』
八
巻
五
・
六
・
八
〜
一
〇
号
、
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一
九
一
五
年
五
・
六
月
、
八
〜
一
〇
月
）。

⑭
　
屋
代
熊
太
郎
編
・
発
行
『
税
所
敦
子
刀
自
』（
一
九
一
六
年
）。
二
年
後
の
一

九
一
八
年
に
は
、『
税
所
敦
子
伝
』
と
改
題
し
て
博
文
館
よ
り
再
刊
さ
れ
て

い
る
。

⑮

『
現
代
短
歌
全
集
』
第
二
巻
（
一
九
三
〇
年
　
改
造
社
）
所
収
「
税
所
敦
子

集
」。

⑯
　
小
池
益
夫
「
税
所
敦
子
集
評
釈
」（
山
本
三
生
編
『
短
歌
講
座
　
第
八
巻
　
女

流
歌
人
篇
』
一
九
三
二
年
　
改
造
社
）。

⑰
　
弘
田
由
己
子
「
明
治
の
女
流
歌
人
―
税
所
敦
子
を
憶
ふ
―
」（『
国
文
学
解
釈

と
鑑
賞
』
二
巻
一
二
号
、
一
九
三
七
年
一
二
月
）。

⑱
　
福
島
タ
マ
「
税
所
敦
子
」（
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
学
研
究
室
編
『
近
代
文
学

研
究
叢
書
　
第
四
巻
』
一
九
五
六
年
　
昭
和
女
子
大
学
光
葉
会
）。

⑲
　
藤
原
幾
太
「
歌
人
税
所
敦
子
」（『
土
』
七
九
巻
、
一
九
六
四
年
一
月
）。

⑳

『
明
治
文
学
全
集
81
明
治
女
流
文
学
集
（
一
）』（
一
九
六
六
年
　
筑
摩
書
房
）

所
収
「
税
所
敦
子
篇
」。

U

新
間
進
一
「
税
所
敦
子
」（
明
治
神
宮
編
『
明
治
の
歌
人
』
一
九
六
九
年
　
短

歌
研
究
社
）。

V

西
川
哲
心
「
税
所
敦
子
　
人
と
作
品
」（『
愛
媛
国
文
研
究
』
二
三
号
、
一
九

七
三
年
　
一
二
月
）。

W

石
井
良
助
編
『
太
政
官
日
誌
』
第
七
巻
（
一
九
八
一
年
　
東
京
堂
出
版
）。

X

寺
尾
美
保
「
税
所
敦
子
小
考
―
島
津
家
と
の
関
わ
り
―
」（『
尚
古
集
成
館
紀

要
』
第
五
号
、
一
九
九
一
年
　
三
月
）。

Y

平
井
秋
子
『
明
治
の
歌
人
税
所
敦
子
　
楓
内
侍
』（
二
〇
〇
一
年
　
創
英
社
）。

Z

大
辻
隆
弘
「
題
詠
の
な
か
の
リ
ア
ル
―
税
所
敦
子
の
歌
―
」（『
未
来
』
五
九

巻
二
号
、
二
〇
〇
九
年
二
月
）。

a

佐
伯
裕
子
「
龜
は
浮
木
を
r
ざ
り
け
り
　
税
所
敦
子
の
文
明
開
化
の
歌
」（『
禅

文
化
』
二
一
七
、
二
〇
一
〇
年
七
月
）。

b

佐
藤
節
夫
「
蓮
月
と
敦
子
」（『
陶
説
』
六
九
三
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
）。

以
下
の
論
述
に
お
い
て
触
れ
る
場
合
に
は
、
①
〜
b
の
通
し
番
号
を
括
弧
に

入
れ
て
示
す
こ
と
と
す
る
。

（
注
２
）

御
歌
所
派
の
再
検
討
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
明
治
御
歌
所
派
歌
壇

の
再
検
討
―
鉄
幹
・
子
規
に
よ
る
批
判
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
国
文
学
攷
』
二
〇

一
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）
に
お
い
て
言
及
し
た
。

（
注
３
）

以
下
、
研
究
書
及
び
資
料
、
新
聞
雑
誌
等
の
引
用
に
際
し
て
は
、
通
行
の
字

体
に
改
め
、
適
宜
句
読
点
・
濁
点
を
補
い
、
振
り
仮
名
・
欠
字
は
省
略
し
た
。

ま
た
、
私
に
傍
線
を
付
し
た
。

（
注
４
）

北
里
闌
『
高
崎
正
風
先
生
伝
記
』（
一
九
五
九
年
　
啓
文
社
）、
宮
本
誉
士
『
御

歌
所
と
国
学
者
』（
二
〇
一
〇
年
　
弘
文
堂
）
所
収
「
第
三
章
　
御
歌
所
長
高
崎

正
風
の
人
脈
と
思
想
」、
松
尾
正
人
「
明
治
初
年
に
お
け
る
左
院
の
西
欧
視
察

団
」（『
国
際
政
治
』
第
八
十
一
号
、
一
九
八
六
年
三
月
）。

（
注
５
）

北
里
闌
『
高
崎
正
風
先
生
伝
記
』（
一
九
五
九
年
　
啓
文
社
）
に
は
正
風
の

「
日
記
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
明
治
五
年
八
月
二
十
三
日
付
日
記
に
「
東
久
世

始
四
名
来
着
、（
後
略
）」
と
あ
り
、
同
月
三
十
日
「
東
久
世
輩
出
立
。」
と
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
約
一
週
間
内
の
出
来
事
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

（
注
６
）

末
尾
に
、「
大
正
四
年
の
夏
侯
爵
閣
下
鹿
児
島
に
帰
省
せ
ら
れ
た
る
折
之
を
承

る
」
と
記
さ
れ
て
あ
る
。

（
注
７
）
『
敦
子
刀
自
』
の
「
一
三
　
敦
子
の
忠
勤
（
其
一
）」
に
は
、「
明
治
廿
一
年
に

は
従
六
位
に
叙
し
、
│廿
│三
│年
一
月
に
は
ま
た
正
六
位
を
賜
は
り
、
三
十
年
十
二

月
に
は
従
五
位
に
進
め
ら
れ
た
。」
と
あ
る
が
、
明
治
二
十
六
年
の
誤
り
で
あ

ろ
う
。

（
注
８
）

外
題
に
「
宮
内
省
　
自
明
治
三
年
至
明
治
十
年
　
進
退
録
　
女
官
ノ
部
　
大

臣
官
房
総
務
課
」
と
あ
り
、
明
治
三
年
か
ら
同
十
年
ま
で
の
八
年
間
分
の
進
退
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録
が
合
冊
さ
れ
て
い
る
。

（
注
９
）
「
四
通
」
と
あ
る
の
は
、
同
日
敦
子
の
他
に
三
名
が
権
掌
侍
、
ま
た
は
掌
侍
に
そ

れ
ぞ
れ
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

（
注
10
）

外
題
「
華
族
局
　
爵
位
局
　
明
治
廿
一
年
　
位
階
録
　
宗
秩
寮
」。

（
注
11
）

外
題
「
爵
位
局
　
明
治
廿
六
年
　
位
階
録
　
宗
秩
寮
」。

（
注
12
）

外
題
「
爵
位
局
　
明
治
三
十
年
　
位
階
録
　
宗
秩
寮
」。

（
注
13
）

外
題
「
内
事
課
　
自
明
治
卅
一
年
至
明
治
卅
六
年
　
進
退
録
　
女
官
ノ
部
大

臣
官
房
総
務
課
」。
明
治
三
十
一
年
〜
同
三
十
六
年
の
六
年
間
に
わ
た
る
進
退
録

が
合
冊
さ
れ
て
い
る
。

（
注
14
）

こ
の
文
書
は
、
明
治
三
十
三
年
分
の
進
退
録
に
綴
じ
込
ま
れ
て
い
た
も
の
で

あ
る
。

（
注
15
）
「
香
川
大
夫
」
と
は
、
そ
の
当
時
皇
后
宮
大
夫
を
務
め
て
い
た
香
川
敬
三
（
一

八
三
九
〜
一
九
一
五
）
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
皇
學
館
大
學
史
料
編
纂
所
編
『
香

川
敬
三
履
歴
史
料
』（
一
九
二
二
年
）、
松
平
秀
治
「
香
川
敬
三
の
履
歴
」（
皇
學

館
大
學
史
料
編
纂
所
所
報
『
史
料
』
第
五
十
七
・
五
十
八
合
併
号
、
一
九
八
三

年
三
月
〈
復
刻
版
　
一
九
九
二
年
〉）
に
よ
る
と
、
敬
三
は
明
治
十
四
年
（
一
八

八
一
）
〜
同
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
皇
后
宮
大
夫
、
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）

〜
同
三
年
（
一
九
一
四
）
皇
太
后
宮
大
夫
、
大
正
三
年
〜
同
四
年
（
一
九
一
五
）

皇
后
宮
大
夫
を
務
め
て
い
る
。

（
注
16
）

外
題
「
爵
位
局
　
明
治
卅
三
年
　
位
階
録
　
宗
秩
寮
」。

（
注
17
）
「
親
戚
／
男
爵
三
宮
義
胤
」
と
あ
る
が
、
敦
子
と
の
親
戚
関
係
に
つ
い
て
は
具

体
的
に
把
握
で
き
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
敦
子
の
娘
・
税
所
徳
子
が
記

し
た
「
ゆ
め
の
あ
と
」（
⑥
）
は
、
二
月
一
〜
八
日
の
間
の
日
記
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
文
中
に
名
前
が
見
ら
れ
る
の
で
、
挙
げ
て
お
く
。「
四
日
。（
中

略
）
│三
│宮
│夫
│婦
も
た
づ
ね
ら
る
。」「
八
日
。
樺
山
、
│三
│宮
│ぬ
│し
な
ど
親
族
あ
ま

た
あ
つ
ま
り
、
式
を
は
り
て
、
午
後
一
時
御
ひ
つ
ぎ
出
し
た
て
ま
つ
る
。」。
ま

た
、
明
治
三
十
三
年
二
月
六
日
付
『
東
京
日
日
新
聞
』
の
広
告
欄
に
、
敦
子
の

逝
去
と
葬
儀
を
知
ら
せ
る
記
事
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

正
五
位
税
所
敦
子
　
病
気
の
処
、
養
生
不
相
叶
昨
四
日
逝
去
候
に
付
、
来
る

八
日
午
後
一
時
三
十
分
牛
込
区
市
ヶ
谷
砂
土
原
町
三
丁
目
一
番
地
自
邸
出
棺
、

青
山
共
同
墓
地
に
於
て
仏
葬
執
行
致
候
間
、
此
段
辱
知
諸
告

(

マ
マ)

へ
報
告
す
。

橋
口
兼
三

親
　
久
保
昌
之

二
月
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
千
田
貞
幹

戚
　
有
馬
新
一

│三
│宮
│義
│胤

こ
の
広
告
を
出
し
た
親
戚
の
一
人
と
し
て
、
義
胤
も
名
前
を
連
ね
て
い
る
。

〔
付
記
〕
本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
資
料
の
閲
覧
を
ご
許
可
下
さ
っ
た
宮
内
庁
書
陵
部

に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

―
ち
ょ
う
ふ
く
・
か
な
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
在
学
―
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